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妊婦の方にマスクを配布します 
 

新型コロナウイルス感染症対策として、市では 3 月 11 日に妊婦の方 1 人につき

10 枚の不織布マスクを郵送するとともに、以降の母子健康手帳交付時にも配布を

行い、妊婦の方の感染予防に取り組んできました。 

この度、市に寄贈いただいた不織布マスクを用いて、再度、妊婦 1 人につき 10

枚の不織布マスクを配布し、妊婦の方への更なる支援を行います。 

 

1 事業概要 

一般的に妊婦の方が肺炎にかかった場合には重症化する可能性があるため、

一層厳密な感染予防を行う必要がある。 

そのため、市から追加で 10 枚の不織布マスクを配布する。併せて、国から妊

婦の方へ配布する布製マスク 2 枚も同時に配布する。 

 

2 配布方法 

妊婦 1 人につき不織布マスク 10 枚、布製マスク 2 枚を、既に母子健康手帳を 

交付している妊婦の方（約 230 名）については 5 月末に郵送する。新規の妊婦 

の方（約 35 名/月）については、母子健康手帳交付時に配布する。 

 

3 これまでの現状 

  3 月 11 日に 237 名の妊婦の方へ不織布マスク 10 枚を郵送した。それ以降は、

新規の妊婦の方 75 名に対し、母子健康手帳交付時に配布した。 

  マスクを受け取った妊婦の方からは、感染が心配だったから嬉しかった、マ

スクが手に入りにくいので助かると好評をいただいている。 

 

4 市から配布の不織布マスクについて 

前回は、三木市社会福祉協議会より提供いただいた備蓄用のマスク（4,830 枚）

を配布、今回は新たに寄贈いただいた不織布マスク（2,300 枚）を使用する。 

 

問い合わせ先 健康福祉部健康増進課 母子保健係 

電話 0794-86-0900 

健康福祉部健康増進課 

担当：課長 後藤洋子 

内線：715101 

 


